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 (地域密着型特定施設入居者生活介護） 
 

第１章 事業の目的及び運営の方針 

第１条（目的） 

この規程は、医療法人あすかが設置運営する軽

費老人ホーム（地域密着型特定施設入居者生活介

護）（以下「事業」という）の運営及び利用につい

て必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図る 

ことを目的とする。 

 

第 2 条（事業の目的） 

本事業は、要介護状態となった場合でも、その利

用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、

食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓

練を行うことにより、利用者の心身機能の維持及

び家族の心身負担の軽減を図ることを目指す。 

 

第３条（運営の方針） 

１ 本事業において提供する地域密着型特定施設 

入居者生活介護は、介護保険法並びに関係する 

厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったもの

とする。 

２ 利用者の人権を尊重し、常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の

介護計画を作成することにより、利用者が必要と

する適切なサービスを提供する。 

３ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容

及び提供方法についてわかりやすく説明する。 

４ 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。 

５ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行

う。 

 

第４条（事業者の名称等） 

本事業を行う施設の名称及び所在地は、次の 

とおりとする。 

一 名 称  あすかケアホーム 
（軽費老人ホーム/地域密着型特定施設入居者生活介護） 

二 所在地  島根県益田市中島町イ 1454-1 

        あすか福祉センター中ノ島 

 

第２章 職員の職種、員数及び職務内容 

第５条（職員の職種、員数及び職務内容） 

施設に勤務する職種、員数及び職務内容は次の

とおりとする。 

一 施設長（管理者兼務）1 名 

施設の職員の管理、業務の実施状況の把握

その他の管理監督を行う。 

 二 生活相談員２名（計画作成担当者兼務、1 名） 

利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者又はその

家族に対し、その相談に適切に応じると共

に、必要な助言と支援を行う。 

三 介護職員 11 名（常勤 10 名） 

利用者の日常生活全般にわたる介護業務

を行う。 

四 看護職員 2 名（常勤 2 名） 

利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。 

五 機能訓練指導員 1 名（常勤１名） 

日常生活を営むのに必要な機能を改善し、

又はその減退を防止するための訓練を行

う。 

六 計画作成担当者（生活相談員兼務）１名 

特定施設サービス計画の作成等を行う。 

七 栄養士、調理員（委託先職員） 

給食業務は、日清医療食品株式会社に委託

し献立作成、栄養計算、給食業務を行う。 

 

第３章 地域密着型特定施設入居者生活介護事業

の方法、内容及び利用料、その他の費用の額 

第６条（入居定員及び居室数等） 

１ 本事業の入居定員は 20 名とする。 

２ 居室（個室）、食堂、居間、浴室、その他利用

者が日常生活を営む上で必要な設備を設ける。 

居室（個室） 20 室 

集会室（談話・娯楽室） 1 室 

食堂 1 室 

浴室１室 

洗面所・便所は各居室に設置 

 

第７条（定員の遵守） 

災害等やむを得ない場合を除き、入居定員及び

居室の定員を超えて入居させない。 

 

第８条（内容及び手続きの説明及び同意） 

本事業は、サービス提供の開始に際して、入居申

込者又はその家族に対して、運営規程の概要、職員

の勤務体制、その他サービスの選択に資する重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を

得る。 

 

第９条（入退居） 

１ 常時介護を必要とし、かつ居宅において常時 

介護を受けることが困難なものに対してサービス

を提供する。 

２ 正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。 

３ 入居申込者が入院治療を必要とする場合や、

入居申込者に対して適切な便宜を供与することが

困難な場合には、適切な医療機関や保健施設等を

紹介する等の措置を速やかに講じる。 

４ 利用者の入居申し込みに際して、心身の状況、

病歴等の把握に努める。 

５ 利用者の心身の状況、置かれている環境等に

照らし、利用者が居宅で日常生活を営むことが 

できるか否かを検討する。検討にあたっては、  

職員と利用者・家族等関係者間で協議する。 

 

 

 

 



６ 居宅での日常生活が可能と認められる利用者

に対して、本人及びその家族の要望、退居後に  

置かれる環境等を勘案し、円滑な退居のための 

援助を行う。 

７ 利用者の退居に際して、居宅介護支援事業所

に対する情報の提供や保健・医療・福祉サービスの

提供者との密接な連携に努める。 

 

第 10 条（特定施設サービス計画の作成） 

１ 本事業の施設長（管理者）は、計画作成担当者

に特定施設サービス計画の作成に関する業務を担

当させる。 

２ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の

作成に当たっては、適切な方法により、利用者につ

いて、その有する能力、その置かれている環境等の

評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らか

にし、利用者が自立した日常生活を営むことがで

きるように支援する上で解決すべき課題を把握す

る。 

３ 計画作成担当者は、利用者又はその家族の 

希望、利用者について把握された解決すべき課題

に基づき、他の職員と協議の上、サービスの目標及

びその達成時期、サービスの内容並びにサービス

を提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設

サービス計画の原案を作成する。 

４ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画の

原案について、利用者に対して説明し、同意を  

得る。 

５ 計画作成担当者は、特定施設サービス計画 

作成後においても、他の職員との連携を図り特定

施設サービス計画の実施状況を把握し、必要に 

応じて特定施設サービス計画の見直し・変更を 

行う。 

６ 第 2 項から第 4 項までの規程は、前項に規定

する施設サービス計画の変更について準用する。 

 

第 11 条（サービス取り扱いの方針） 

１ 利用者の心身の状況等に応じて、適切な処遇

を行う。 

２ サービスの提供は、特定施設サービス計画に

基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう 

配慮して行う。 

３ サービスの提供にあたって、利用者又はその

家族に対して、必要事項をわかりやすく説明する。 

４ 利用者本人又は他の利用者の生命・身体を 

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わ

ない。また、身体拘束廃止に向けた取り組みとして、

職員一人ひとりが身体拘束の弊害を認識し問題意

識を共有して、事故の起きない環境の整備に努め

る。やむを得ず拘束を行う場合は、指針に従い、委

員会においてその必要性等を明確にし、利用者ま

たは家族の同意を得て行う。 

５ サービスの質の評価を行い、常にその改善を

図る。 

 

第 12 条（介護等） 

１ 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の

支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行う。 

２ 自ら入浴が困難な利用者について、適切な 

方法により、1 週間に 2 回以上の入浴又は清拭を 

行う。 

３ 利用者の心身の状況に応じ、適切な方法に 

より排せつの自立に向けた必要な援助を行う。 

４ 前３項に定めるほか、利用者に対し食事、  

離床、着替え、整容その他日常生活上の支援を  

適切に行う。 

 

第 13 条（食事の提供） 

１ 食事の提供は利用者の身体状況・栄養・嗜好を

考慮したものとし、食堂で行うように努める。 

２ 食事の時間は、概ね以下の通りとする。 

一  朝食午前 7 時 30 分～ 

二  昼食午後 0 時～ 

三  夕食午後 6 時～ 

 

第 14 条（相談及び援助） 

生活相談員は、常に利用者の心身の状況、その置

かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族からの相談に適切に応じるとともに、

利用者の社会生活に必要な支援を行う。 

 

第 15 条（社会生活上の便宜の供与等） 

１ 教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者の 

ためにレクリエーションの機会を設ける。 

２ 利用者が日常生活を営むのに必要な行政機関

等に対する手続きについて、利用者又はその家族

が行うことが困難である場合は、その同意を得て

代行する。 

３ 常に利用者の家族との連携をはかり、利用者

と家族の交流等の機会を確保する。 

 

第 16 条（機能訓練） 

機能訓練指導員は、利用者の心身の状況等を 

踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必要な

生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う

よう努める。 

 

第 17 条（利用者の入院期間中の取り扱い） 

１ 利用者が医療機関に入院する必要が生じたと

き、3 ヶ月以内の退院が明らかに見込まれる場合に

は、本人及び家族の希望等を勘案して必要に応じ

て適切な便宜を供与する。 

２ 利用者が医療機関に入院する必要が生じた 

とき、3 ヶ月以内の退院が明らかに見込まれない 

場合には、本人及び家族と協議し退居の手続きを

するものとする。 

 

第 18 条（利用料等） 

１ 利用料は、別紙重要事項説明書のとおりとす

る。但し、通常必要となる費用で利用者が負担する



ことが適当であると認められる費用については、  

すべて自己負担であり、利用者及びその家族の 

同意の上で徴収する。（実費） 

（例）おむつ代、理美容代、嗜好品、個別的な   

選択による介護サービス利用料等 

２ 月の途中における入居又は退居については、

日割り計算とする。 

３ 入居料および介護保険自己負担額の支払いは、

月ごとに発行する請求書に基づき、預金口座振替

又は口座振込によって指定期日までに受けるもの

とする。但し、振替等の手数料については、利用者

が負担するものとする。 

 

第 19 条（保険給付の請求のための証明書の交付） 

法定代理受領サービスに該当しないサービスの

費用の支払いを受けた場合は、サービスの内容、費

用の額その他必要事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に交付する。 

 

第 20 条（外出及び外泊） 

利用者は、外出又は外泊しようとするときは、外

出届又は外泊届に所要事項を記入し、施設長（管理

者）に届け出るものとする。 

 

第 21 条（健康保持） 

利用者は、常時自ら健康保持に努めることとし、

施設で行う健康診断は正当な理由がない限り拒否

してはならない。 

 

第 22 条（衛生保持） 

利用者は、常に居室を清潔に整理、整頓して  

良好な環境と衛生の保持に努めるとともに、施設

の建物内外の清掃、除草等の環境整備には積極的

に協力することとする。 

 

第 23 条（禁止行為） 

利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。 

一 宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は、

自己の利益のために他人の自由を侵すこと。 

二 喧嘩、口論、泥酔などで他の利用者等に  

迷惑を及ぼすこと。 

三 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害す

ること。 

四 指定した場所以外で火気を用いること。 

五 故意に施設もしくは物品に損害を与え、又

はこれを持ち出すこと。 

 

第 24 条（非常災害対策） 

１ 非常災害が発生した場合、施設職員は利用者

の避難等適切な措置を講ずる。また、施設長（管理

者）は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び

協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避

難等の指揮をとる。 

２ 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等

と連携を図り避難訓練を行う。 

 

第 25 条（受給資格の確認） 

１ サービスの提供を求められた場合は、その被

保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の  

有無及び要介護認定期間を確かめる。 

２ 前項の被保険者証に認定審査会意見が記載さ

れている場合には、当該意見に配慮してサービス

を提供する。 

 

第 26 条（入退居記録の記載） 

 入居に際して、入居年月日、施設の種類・名称を

被保険者証に記載する。また、退居に際しては、退

居年月日を被保険者証に記載する。 

 

第27条（その他施設の利用に当たっての留意事項） 

 施設の利用にあたり、次の留意事項を定める。 

一 来訪者 

来訪者は、その都度来訪者名簿に記入し届け

出るものとする。 

来訪者が宿泊しようとするときは、必ず施設

長（管理者）の承認を受けなければならない。 

二 身上変更の届出 

利用者は、入居後身上に関する重要な事項に

変更が生じたときは、その旨を速やかに届け

出るものとする。 

三 融和と信頼 

利用者は、相互に親睦と信頼を深め、よき  

隣人として融和し、他人の人権を無視する 

ような言動がないように努めるものとする。 

四 居室内の工作 

利用者は、施設長（管理者）の承認を得ずに、

居室の形状を変更するような工作を加えては

ならない。 

五 動物飼育の禁止 

利用者は、原則として居室又は敷地内におい

て、動物等の飼育をしてはならない。 

六 損害賠償 

利用者は、故意又は重大な過失によって、  

建物、設備、及び備品等に損害を与えたとき

は、その損害を弁償し、又は現状に回復しな

ければならない。 

七 物品管理 

高額な現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みは

原則禁止。やむを得ない事情のある場合の現

金及び貴重品については原則自己管理とする。 

 

第４章 その他運営に関する重要事項 

第 28 条（勤務体制の確保等） 

１ 利用者に対して適切なサービスを提供できる 

よう、施設職員の勤務体制を定める。 

２ 施設職員によってサービスを提供する。 但

し、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 

３ 施設職員等の質の向上を図るため、次の と

おり研修の機会を設ける。 

一 採用時研修採用後 1 ヶ月以内 

二 経験に応じた研修随時 



三 認知症介護に係る基礎的な研修 

４ 業務上必要かつ相当な範囲を超える、性的な

言動又は優越的な関係を背景とした言動により就

業環境が害されることを防止する。 

 

第 29 条（健康管理） 

 看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意 

するとともに、健康保持のための適切な措置を 

講じる。 

 

第 30 条（衛生管理） 

 設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措

置を講じるとともに、医薬品・医療用具の管理を適

切に行う。 

 

第 31 条（身体拘束・虐待防止） 

当施設は、虐待防止に関する指針の整備、委員会の

設置、定期的な研修の実施、担当者の配置等をおこ

ない、利用者の権利擁護を遵守するために必要な措

置を講じる。 

また、身体拘束廃止に関する委員会の設置、定期的

な研修の実施、担当者の配置等、身体拘束廃止に向

けた取り組みとして、職員一人一人が身体拘束の弊害

を認識し問題意識を共有して事故の起きない環境の整

備に努める。 
 

第 32 条（協力医療機関及び緊急時における対応方法） 

 利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な

場合は、速やかに主治医又は予め施設が定めた 

協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を 

講じる。 

 

第 33 条（掲示） 

 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、  

施設従業者の勤務体制、協力病院、利用料その他の

サービスの選択に資する重要事項を掲示する。 

 

第 34 条（秘密保持） 

１ 施設職員は、正当な理由がなく、業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。 

２ 施設職員であった者に、業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を保持させるため、 施設

職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保

持する旨を、施設職員との雇用契約事項に定める。 

 

第 35 条（苦情処理） 

本事業に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切

に対応するために、必要な措置を講じる。 

 

第 36 条（地域等との連携） 

本事業の運営に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等、地域

との交流に努める。 

 

第 37 条（記録の整備） 

１ 施設職員、設備及び会計に関する諸記録を 

整備する。 

２ 利用者に対するサービス提供の諸記録を整備

し、その完結する日から 2 年間保存する。 

 

第 38 条（利益供与の禁止） 

居宅介護事業者又はその従業者に対し特定の事

業者によるサービスの利用をさせることの対償と 

して、金品その他の財産上の利益を供与しない。 

 

第 39 条（広告） 

 本事業について広告する場合においては、その 

内容が虚偽又は誇大なものにしない。 

 

第 40 条（事故発生時の対応） 

１ 本事業を提供したことにより事故が発生した 

場合は、利用者の家族及び関係機関等に連絡を行

うと共に、必要な措置を講じる。 

２ 賠償すべき事故に際して採った措置について 

は記録する。 

３ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償

を速やかに行う。但し、利用者の故意又は重大な過

失によって起こった事故に対しては、これにあた

らない。 

 

第 41 条（その他） 

１ 体験入居は原則、入居を前提とした高齢者の

み可能。（施設長が緊急に入居を要する特別な理由

があると認めた場合はこの限りではない） 

 宿泊料：2500 円/日 （食事代込） 

 

２ この規程に定める事項のほか、運営に関する

重要事項は、医療法人あすかと施設長（管理者）  

との協議に基づいて定めるものとする。 

 
（附則）この規程は、平成 21 年 6 月 15 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 25 年 12 月 20 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 26 年 8 月 5 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 27 年 1 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 27 年 3 月 26 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 27 年４月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 27 年 8 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 27 年 12 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 28 年 5 月１日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 28 年 5 月 16 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 28 年 6 月 16 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 28 年 11 月 1 日から施行する。 

（附則）この規程は、平成 29 年 4 月１日から施行する。 

(附則) この規程は、平成 29 年 5 月 15 日から施行する。 

(附則) この規程は、平成 30 年 4 月１日から施行する。 

(附則) この規程は、平成 31 年 4 月１日から施行する。 

(附則) この規程は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和３年４月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和５年４月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和６年２月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和６年４月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和６年６月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和６年８月 16 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和 7 年 1 月 16 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 

(附則) この規程は、令和 8 年 1 月 1 日から施行する。



 
令和 8 年 1 月１日現在 

 

あすかケアホーム 
（軽費老人ホーム・地域密着型特定施設入居者生活介護） 

重要事項説明書 
１ 事業主体概要 

事業者の名称 医療法人あすか 

法人所在地 島根県益田市乙吉町ロ 33 番地 

代表者氏名 理事長 井上 貴雄 

電話番号 0856-23-3320 

設立年月日 平成 12 年 5 月 1 日 

 

 

２ ご利用施設 

施設の名称 あすかケアホーム 

施設の所在地 島根県益田市中島町イ 1454 番地 1 

施設長（管理者） 畑岡 直喜 

電話番号 0856-25-7777 

FAX 番号 0856-31-4520 

開設年月日 平成 21 年 6 月 15 日 

交通の便 JR 益田駅から 車で 15 分 

損害賠償責任保険加入先 あいおいニッセイ同和損害 

 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

本事業は、要介護状態となった場合でも、その利用者が可能な限り、有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事

等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を行い、利用者の心身機能

の維持及び利用者の家族の身体的負担の軽減を図ることを目指す。 

施設運営の方針 

１ 本事業において提供する地域密着型特定施設入居者生活介護は、介護保

険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとす

る。 

２ 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする

適切なサービスを提供する。 

３ 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について説明

する。 

４ 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。 

５ 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

 

４・施設の概要 

（１） 居室の概要 

居室定員 室数 定員 延居室面積 定員 1 人当たり（平均） 

個室 ２０ ２０ ４３７．９８㎡ ２２．２１㎡ 



 

（２） 居室以外の施設設備の概要 

施設設備の種類 室数 備考 

食堂 １  

機能訓練室 １ ２階ホール内 

浴室 １ 一般浴（１） 機械浴（１） 

集会室 １ ２階ホール内 

洗面所・便所 ２０ 各居室に設置 

 

５－１･職員の配置状況 

職種 常勤 非常勤 備考 

１．施設長（管理者） １   

２．生活相談員 ２  軽費 1 名、特定 1 名 

３．計画作成担当者 （１）  特定生活相談員と兼務 

４．介護職員 10 1 軽費 1 名、特定 10 名 

５．看護職員 2   

６．機能訓練指導員 １   

７．栄養士、調理員   日清医療食品株式会社へ委託 

 

５－２･職員の職務内容 

職種 職務内容 

施設長（管理者） 職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理監督を行う。 

生活相談員 
利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は

その家族に対し、その相談に適切に応じると共に、必要な助言と支援を行う。 

計画作成担当者 特定施設サービス計画の作成に関する業務を行う。 

介護職員 利用者の日常生活全般にわたる介護業務を行う。 

看護職員 利用者の保健衛生並びに看護業務を行う。 

機能訓練指導員 
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止する為の

訓練を行う。 

栄養士 献立作成、栄養計算、給食業務を行う。 

 

５－３･職員の勤務体制 

職種 勤務体制 

施設長（管理者） ８：３０～１７：３０ 

生活相談員 

看護職員 

計画作成担当者 

機能訓練指導員 

８：００～１７：００ 

８：３０～１７：３０ 

９：００～１８：００ 

介護職員 

（早出）７：００～１６：００   （日勤）８：００～１７：００ 

（遅出１）１０：００～１９：００ （遅出２）１０：３０～１９：３０ 

（夜勤１）１６：００～９：００  （夜勤２）１９：３０～７：３０ 

栄養士  日清医療食品株式会社へ委託 

 

６・施設サービスの概要 

種 類 内 容 

食 事 
栄養士の立てる献立により栄養と利用者の身体状況に配慮しバラエテ

ィに富んだ食事を提供します。 



朝食  7：30～ 

昼食 12：00～ 

夕食 18：00～ 

健康管理 看護職員が健康チェック等、健康管理を行います。 

相談及び援助 
当施設は、利用者及びその家族から、利用者の生活についてのご相談に

誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行うよう努めます。 

社会生活上の便宜 
当施設では、利用者からの要望を考慮し年間行事計画を作成し、教養娯

楽、日常生活支援、サークル等の事業を行います。 

 

７・利用料 

対象収入による 

階層区分(年収、単位円） 

利用料金（一ヶ月、単位円） 利用料合計 

（単位円） 事務費 生活費 居住費 

1,000,000 以下 10,000 

45,954 53,100 

109,054 

1,000,001〜1,500,000 11,000 110,054 

1,500,001〜1,600,000 14,000 113,054 

1,600,001〜1,700,000 18,000 117,054 

1,700,001〜1,800,000 21,000 120,054 

1,800,001 以上 98,400 197,454 

 

➢ 11 月から 3 月まで冬季加算費として一人月額 2,260 円。 

➢ おむつ代・衛生材料費 １か月に要した費用（袋単位）の実費。 

➢ 上記の生活費について、入院等で食事を朝・昼・夕の三食とも準備しないことが明らかな場合

は、食材料費（１日当たり 750 円）は徴収いたしません。 

注１) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でな

いものを除く)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。 

注２) 本人からの事務費（ｻｰﾋﾞｽ提供に要する費用）徴収額（月額）は前項表により求めた額としま

す。 

注３) 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の 2 分の 1 をそれぞ

れ個々の対象収入とし、その額が 150 万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額

については、前項表の額から 30%減額した額とします。この場合 100 円未満は切り捨てるもの

とします。 

 

 

 

８・地域密着型特定施設入居者生活介護に係る費用（単位:円） 

 

( 介護保険自己負担割合１割の場合)  
  

要介護１ 

 

要介護２ 
 

 

要介護３ 

 

要介護４ 

 

要介護５ 

 

１日あたり 
 

546 

 

614 

 

685 

 

750 

 

820 

 

３０日あたり 
 

16,380 

 

18,420 

 

20,550 

 

22,500 

 

24,600 

 

 

 

個別機能訓練加算 

（Ⅰ） 

１日あたり １２ 
常勤専従の機能訓練指導員を配置し、利用者毎に、他職種と共同し個別機能訓練計画を作成・

実施していること。 

 

個別機能訓練加算 

（Ⅱ） 

1 月あたり ２０ 



 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定し、かつ個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出

し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用していること。 
 

科学的介護推進 

体制加算 

1 月あたり ４０ 
 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に 

係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 
 

生活機能向上 

連携加算（Ⅱ） 

１月あたり １００ 
外部のリハビリテーション専門職等が当事業所を訪問し、当該職員と共同でアセスメントをお

こない個別機能訓練計画を作成すること。 

 

 

生産性向上推進 

体制加算（Ⅱ） 

1 月あたり １０ 
 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するた

めの委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善

活動を継続的に行なっていること。また、見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入して

いること。 
高齢者施設等 

感染対策向上加算

（Ⅰ） 

１月あたり １０ 
 第二種医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。ま

た、医療機関又は地域の医師会が定期的におこなう研修に年一回以上参加していること。 
 

新興感染症等施設 

療養費 

１日あたり ２４０ 
 厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等をおこなう医療機

関を確保し、かつ、当該感染症に感染した利用者に対し、適切な感染対策を行ったうえで介

護サービスをおこなうこと。 
協力医療機関 

連携加算 
１月あたり １００ 
協力医療機関との間で、病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。 

 

夜間看護体制加算 

(Ⅱ) 

１日あたり ９ 
常勤の看護師を１名以上配置し病院等との連携により２４時間の連絡体制と健康管理体制を確保

していること。 
 

看取り介護加算 

 

死亡日以前 31 日以上 45 日以下…1 日あたり ７２ 

死亡日以前 4 日以上 30 日以下…１日あたり １４４ 

死亡日の前日および前々日…１日あたり ６８０ 

死亡日…１日あたり １２８０ 
医師が医学的知見に基づき、回復の見込みがないと判断した者であること。看取りに関する指針

を定め、入居の際に利用者またはその家族に対して当該指針の内容を説明し同意を得ているこ

と。医師、看護職員、介護職員、生活相談員、計画作成担当者その他の職種で協議し、看取りに

関する指針を適宜見直すこと。 
 

口腔衛生管理 

体制加算 

１月あたり ３０ 
歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言

や指導を月一回以上行っていること。 

 

口腔・栄養スクリー

ニング加算 

１回あたり ２０（６月に１回を限度とする） 
利用開始時及び６ヶ月毎に利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリー

ニングを行うこと。 

 

サービス提供体制 

加算（Ⅰ） 

１日あたり ２２ 
前年度の４月から２月において、介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が７０％以上

であること。 

 

計 

（３０日あたり） 

 

17,710 
 

 

19,750 

 

22,830 
 

 

23,830 

 

25,930 
 

注１） 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、上記算定額の 12.8%相当額が加算されます。 

注２） 自己負担額は、各利用者の負担割合に応じた額となります。 

注３） 医療提供施設を退院・退所して入居する場合、退院・退所時連携加算として 1 日 30 円（2 割負

担の場合は 60 円）が加算されます。（入居 30 日以内） 

注４） 医療機関に退居する利用者について、退居後の医療機関に対し利用者を紹介する場合、心身の

状況、生活歴等を示す情報を提供することで、退居時情報提供加算として１回あたり 250 円が

加算されます。 

➢ 個別的な選択による介護サービス利用料 

 ア 個別的な外出介助 



  ・利用者の希望により、個別に行われる買い物、旅行等の外出介助（当該特定施設入居者

生活介護の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く）及び、主治医等

への通院又は入退院の際の介助。 

 

 

 イ 個別的な買い物等の代行 

  ・利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用。 

 

 

 

 

※入居料及び介護保険自己負担額の支払いは、毎月発行する請求書に基づき、口座振替または 

口座振り込みによってお支払いください。振替等の手数料は自己負担となります。 

 

 

 

９・衛生管理について 

 当施設は、衛生管理について指針の整備、委員会の設置並びに定期的開催、職員研修等を実

施し、予防並びに防止に努めます。 

 

 

 

１０・個人情報の使用及び管理、秘密保持について 

 個人情報保護法に基づき、個人の権利、利益を保護する為に、利用者及び家族の個人情報は

適切に管理します。個人情報の収集・利用・提供に当たっては、「個人情報の使用に係る同意

書」により同意を得ます。また、サービスを提供するうえで知り得た利用者及びその家族に関

する事項を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後（退所）、施

設職員でなくなった後においても同様です。 

 

 

 

１１・虐待防止、身体拘束廃止について 

 当施設は、虐待防止に関する委員会の設置、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研

修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、指針の整備（苦情解決体制の整備）、及び担当

者の配置等、虐待防止のための措置を講じるよう努めます。 

 また、身体拘束廃止に関する委員会の設置、定期的な研修の実施、担当者の配置等、身体拘

束廃止に向けた取り組みとして、職員一人ひとりが身体拘束の弊害を認識し問題意識を共有し

て事故の起きない環境の整備に努めます。やむを得ず拘束を行う場合は、指針に従い、委員会

においてその必要性等を明確にし、利用者または家族の同意を得て行います。 

 

 

 

１２・事故発生防止及び発生時の対応について 

 当施設は、事故の発生またはその再発を防止する為、下記の通り実施しています。 

（１） 事故防止並びに事故発生時の対応指針の整備。 

（２） 事故防止委員会の設置と防止策の協議・決定。 

（３） サービス提供中に利用者の事故が発生した場合には、速やかにご家族等に連絡を行う

と共に、医師や医療機関への連絡等必要な措置を講じ、その状況と処置を記録しま

す。 

車両保険代等の車両管理維持費 ３００円

事業所から訪問先までの往復距離に対し１km当り １５円

通院介助同行並びに薬局での処方手続き、支払代行費



（４） 前項により報告を受けた施設長（管理者）は、必要に応じて市町村等各関係機関に報

告をし、必要な措置を講じます。 

（５） サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、当事業所の加入する損害賠償

保険で対応します。 

 

１３・緊急時の対応について 

 サービスを提供するにあたり、あらかじめ利用者の心身の状況を把握いたします。事故、利

用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医又は協力医療機関及び

利用者家族へ連絡等の対応をいたします。 

１４・非常災害対策について 

 当施設は、非常災害時の関連機関への通報及び連携をとり、利用者の安全を第一に必要な対

応をおこないます。また、非常災害に備えるため、想定される災害に係る避難訓練等を実施し

ています。 

 通報訓練 …年 1 回以上   消火訓練 …年 1 回以上   避難誘導訓練 …年 2 回以上 

 救出救護訓練 …年 1 回以上   インフラ不全訓練 …年 2 回以上 

 

 

 

１５・業務継続計画（BCP）について 

 災害または感染症が発生した場合であっても、利用者及び職員の生命を守り、事業を継続

的・安定的に実施するために事業継続計画を策定し、研修・訓練を実施します。 

 訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

    

 

 

 

１６・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置 

（１）当施設における苦情解決体制 

 当施設における苦情やご相談は下記の窓口で受け付けます。 

 施設の設備またはサービスに関する苦情・要望等に対し、当法人の苦情対策要綱に基づき、

速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無及び改善について、利用者

または家族等に報告致します。 

苦情受付相談者 

（苦情受付窓口） 

 （職名） 生活相談員  山中 敦 

 （職名） 生活相談員  豊田恵理 

受付時間 毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：３０ 

受付電話番号  ０８５６－２５－７７７７（FAX：０８５６－３１－４５２０） 

苦情解決責任者  （職名） 施設長（管理者）畑岡 直喜 

 

 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関  

益田市役所福祉環境部  

高齢者福祉課事業者指導係 益田市常盤町 1-1 ０８５６－３１－０２１８ 

津和野町役場津和野庁舎 

健康福祉課 

鹿足郡津和野町後田 

ロ 64 番地 6 ０８５６－７２－０６５１ 

島根県国民健康保険団体 

連合会（苦情相談窓口） 
松江市学園 1-7-14 ０８５２－２１－２８１１ 



島根県運営適正化委員会 松江市東津田町 1741-3 ０８５２－３２－５９１３ 

 

 

（３）提供するサービスの第三者評価の実施状況    有 ・ 無 

 

（４）円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

➢ 利用者（ご家族や関係各方面を含む）より苦情相談の申し出があった場合、速やかに施

設長（管理者）へ報告する。 

➢ 自己の責任において解決できると考えた場合は、自己で解決する前に他の職員に案件

と解決策を相談し、その職員同席のもとで処理をする。ただし、施設長（管理者）への

報告は速やかに行う。 

➢ 施設長（管理者）は、苦情相談に対し当事者（利用者・職員）および関係者から事情を

聴取し、精査した後に速やかに解決策を講じる。 

➢ 当施設及び職員が、利用者に対し物質的損害を与えた場合は、責任の所在を明らかにし

当方に責任があると認められた場合、速やかに陳謝し弁償する。 

➢ 苦情については、大小に関わらず再発防止策を職員で検討し職員全員が再発防止に努

める。 

➢ 苦情内容、関係者名、講じた対処方法、再発予防策は所定様式により記録し保存する。 

 

（５）その他参考事項 

➢ 苦情の処理ならびに解決にあたっては、「医療法人あすか あすか福祉センター中ノ島

苦情対策要綱」を遵守するものとする。 

 

 

 
１７・体験入居について 

体験入居は原則、入居を前提とした高齢者のみ可能です。旅宿としてのご利用や、空室待機

等の長期間のご利用は出来ません。(施設長が緊急に入居を要する特別な理由があると認めた場

合はこの限りではありません。その場合は別途理由書等を提出していただく事があります。) 

※体験入居の利用料は次の通りです。 宿泊料 2.500 円/日 (食事代込み) 
 

 

 

１８・当施設ご利用に当たって留意いただく事項 

来訪・面会 

所定の面会簿に必要事項をご記入して下さい。 

なお、深夜・早朝の面会は防犯上原則受け付けておりません。必要な場合は事前に

ご連絡下さい。 

面会時に持参した薬は、必ず職員にお知らせ下さい。また、食べ物の差し入れを持

参された際にも、職員にお知らせ下さい。 

外出・外泊 
外出(短時間のものは除く)又は外泊しようとする時は、外出・外泊先、用件、施設

へ帰着する予定日時及び食事の有無を届出て下さい。 
喫 煙 喫煙は所定の場所で行って下さい。居室内での喫煙はご遠慮下さい。 

迷惑行為等 

施設内では次の行為を禁止しております。  

・喧嘩、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。宗教、習慣等により、

自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排撃したりすること 

・指定した場所以外で火気を用いること 

・施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること 
動物飼育 動物の飼育は、保健衛生上禁止しております。 



物品管理 

高額な現金や宝飾品等の貴重品の持ち込みは、お断りさせていただきます。紛失さ

れた場合は、当施設では責任を負うことが出来かねます。身の回り品、やむを得な

い事情がある場合の現金及び貴重品については、自己管理を原則としています。 

贈答 職員への贈答については、固くお断りいたします。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

〈法人名称〉  医療法人 あすか 

〈代表者氏名〉 理事長 井 上 貴 雄 

〈施設名〉   あすかケアホーム 

〈説明者職名・説明者氏名〉 

職名         氏名                   

私は、本書面に基づいて事業所からの説明を受け、地域密着型特定施設入居者生活介護サービス

の提供開始に同意しました。 

 

〈ご利用者氏名〉                

 

〈ご家族氏名〉                （続柄：     ） 


